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附則Ⅱ 線量限度
患者の慰安者及び訪問者に対する線量限度
Ⅱ-9 このような患者の慰安者又は訪問者の線量は、患者の診断検査又は
治療の期間中の線量が５mSvを超えることがないように、拘束されなけれ
ばならない。放射性物質を経口摂取した患者を訪問する子供の線量は同
様に1mSv以下に拘束すべきである。




